
住民票の写しの広域交付に関する要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第292号。以下「政令」とい

う。）及び住民基本台帳法施行規則（平成１１年自治省令第３５号。以下「省令」という。）

に定めるもののほか、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「法」という。）

に基づく住民票の写しの交付の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（広域交付住民票交付申請書） 

第２条 法第１２条の４第１項の規定による請求は、広域交付住民票交付請求書（様式第１

号）により行うものとする。 

２ 省令第４条第２項の規定により市長が適当と認めるものは、戸籍及び住民基本台帳等

の事務における本人確認の事務処理手順を定める要綱第２条別表Aの部に掲げるいずれか

の書類（有効期間の定めがあるものは、有効期間内のものに限る。）とする。 

 (委任) 

第３条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民課長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年９月２１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月９日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年２月２日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年１０月５日から実施する。 

 

 




